
政
令
第
二
百
四
十
八
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
二
号
及
び
第
四
十
七
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

一
号
の
二
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七

京
葉
臨
海
南
部
地
区

イ

千
葉
県
木
更
津
市
新
港
の
区
域

同
市
築
地
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

ロ

千
葉
県
君
津
市
君
津
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

十
八

東
京
国
際
空
港
地
区



東
京
都
大
田
区
羽
田
空
港
三
丁
目
の
区
域

同
区
羽
田
空
港
一
丁
目
及
び
羽
田
空
港
二
丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣

の
定
め
る
区
域

東
京
国
際
空
港
の
区
域
（
同
区
羽
田
空
港
一
丁
目
か
ら
羽
田
空
港
三
丁
目
ま
で
に
属
す
る
区
域
を
除
く

。
）
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

別
表
第
三
十
五
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
ハ
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

愛
知
県
海
部
郡
飛
島
村
東
浜
二
丁
目
及
び
東
浜
三
丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

別
表
第
四
十
五
号
⑴
中
「
字
中
鵜
ノ
島
」
の
下
に
「
、
字
南
砂
ノ
口
、
字
北
砂
ノ
口
、
字
鵜
ノ
島
」
を
加
え
、
同
表
第
四
十

七
号
イ
中
⑴
を
削
り
、
⑵
を
⑴
と
し
、
⑶
を
⑵
と
し
、
同
表
第
六
十
三
号
中
「
松
山
市
」
の
下
に
「
大
可
賀
三
丁
目
、
北
吉
田

町
及
び
南
吉
田
町
」
を
加
え
、
「
次
の
」
を
「
主
務
大
臣
の
定
め
る
」
に
改
め
、
同
号
⑴
及
び
⑵
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

３

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
一
地
区
の
項
中
「
及
び
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
二
」
に
改
め
、
同

表
第
三
地
区
の
項
中
「
別
表
第
十
一
号
の
二
か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
を
「
別
表
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、

同
表
第
四
地
区
の
項
中
「
別
表
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
別
表
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
地

区
の
項
中
「
第
三
十
四
号
」
を
「
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。



理

由

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
と
し
て
新
た
に
東
京
国
際
空
港
地
区
を
指
定
す
る
と
と
も
に
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

等
特
別
防
災
区
域
の
う
ち
名
古
屋
港
臨
海
地
区
等
に
つ
い
て
区
域
の
拡
張
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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